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	項目
	事由
	期限
	添付書類等

	居住地理由
	小学１～４年生、中学１年生の学期途中転居
	当該学年学期終了まで
	特になし

	
	小学５年生以降、中学２年生以降の途中転居
	卒業まで
	特になし
（中学校へ進学する場合は本来校へ就学）

	兄弟姉妹の指定校変更
	兄姉が指定校の変更を行い、その弟妹が兄姉と同じ学校に通うことを希望する場合
	兄姉の指定校変更期間終了まで
	特になし

	住宅購入等に係る住民票の先行異動
	新築等により転居が予定され、入学又は学年、学期当初から転居予定地の校区の学校に就学を希望する場合
	当該学年学期終了（家屋完成）まで
	・建築確認の写し
・住宅の売買契約書の写し又は賃貸契約書の写し
・入居日を証明する書類

	一時転居
	住居建て替えによる一時的な転居
	当該学年学期終了（建て替え完了）まで
	・上に同じ

	身体的事由
	身体的事由により、指定校への就学が困難で、希望する学校に通学する方が、児童生徒の負担が軽減させると考えられる場合
	必要とする期間
	・医師の診断書や身体障害者手帳等通学困難であることが客観的にわかるもの

	家庭事情
	やむを得ない生活上の事情（保護者の長期入院、両親の離婚等）により、児童・生徒を保護・監督できない状況にある場合
	事由解消時
（毎年度申請を基準とする）
	・保護者からの申立書、学校長意見書等その他必要に応じて教育委員会が指定する資料
（保護者や学校から具体的事情を聴取した上で判断する）

	
	ＤＶなど、やむを得ない家庭の事情等により住民登録ができない場合に、実際に居住している学区の当該校へ就学する場合
	事由解消時
	・居住を証明するもの
・一時保護証明書等の写し
・保護者からの申立書

	教育的配慮
	いじめや不登校など教育的配慮が必要な場合
	事由解消時
	・保護者からの申立書、学校長意見書等その他必要に応じて教育委員会が指定する資料
（保護者や学校から具体的事情を聴取した上で判断する）


 ※ 申請書及び通学経路図については全ての項目において提出すること。
 ※ 通学途上の安全については、保護者が全責任を負うこと。
 ※ 通学に係る費用は、保護者がすべて負担すること。
 ※ 「期限」は許可できる最長の期間を示してあるので、これを限度として必要な期間を具体的な年月日で設定すること。

